
都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業（障害）の 

貸付対象事業者について 

１８福保障計第１３４２号 

               平成１９年３月２３日 

改正 ２０福保障計第１２４７号 

平成２１年３月２５日 

改正 ２５福保障計第７６８号 

平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ４ 日 

改正 ２５福保障計第１４１８号 

平成２６年２月２６日 

改正 ２６福保障計第１０８０号 

平成２６年１１月２１日 

改正 ２８福保障計第１８８３号 

平成２９年３月２１日 

改正 ２９福保障施第４１０１号 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 

改正 ５ 福 保 障 施 第 ９ ７ ６ 号 

令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 

 

    

 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（平成１９年３月２３日付１

８福保障計第１３４２号）第４条に規定する貸付対象者は、以下に定める民間事業者と

する。 

 

１ 共同生活援助事業所 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人 

（４） 一般社団法人及び一般財団法人 

（５） 日本赤十字社法に規定する日本赤十字社 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 前各号に定めるもののほか、福祉局長が認める事業者 

 

２ 日中活動系サービス事業所 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人         

（４） 一般社団法人及び一般財団法人   

（５） 日本赤十字社法に規定する日本赤十字社 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 前各号に定めるもののほか、福祉局長が認める事業者 

 

３ 児童発達支援センター又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を行う事業所 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 



（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人         

（４） 一般社団法人及び一般財団法人   

（５） 日本赤十字社法に規定する日本赤十字社 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 前各号に定めるもののほか、福祉局長が認める事業者 

 

４ 主として重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービス 

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人 

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人         

（４） 一般社団法人及び一般財団法人   

（５） 日本赤十字社法に規定する日本赤十字社 

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社 

（７） 前各号に定めるもののほか、福祉局長が認める事業者 

 


